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第 2回 ヨコハマ都市デザインフォーラム特集

地区からの発想でつくる都市の活力と魅力

昨年 11月 20～ 23日 ,み なとみらいのパシフイコ横浜他,市 内外の計 5会 場に

おいて 「第 2回 ヨコハマ都市デザインフォエラム ア ジア太平洋 21世 紀都市会議」

が開かれました。今回はそめなかで行われた市民まちづくり会議 「ヨコハマ 人 'ま

ちフォーラム」の報告を中心にお届けします。

市民まちづくり会議
「ヨヨハマ 人 ,ま ちフォTラ ム

ー地域発意をまちづ くりにつなげる」

2日 目の夜に行われた市民まちづ くり会議は,開

催 までに市民と企画調査課で何度か企画運営会議を

開 き,テ
ーマを 「地域発意をまちづ くりにつなげ

る」と決めました。横浜では市民のまちづ くり活動

も盛んになつているし,そ れを支援する制度や市民

参加の場面も用意されています。そのなかで 「地域

発意」をまちづ くりにつなげてい くための取 り組み

がよリー層必要とされている,と 考えたからです。

地域発意をまちづ くりにつなげてい くには,発 意

する市民側の役割 ,責 任 ,自 立 とい つた課題があ

り,ま たそれを行政がどう受けられるのかという課

題があ ります。そしていずれにしても 「地域合意」

が大きなキーワー ドにな りそうだ,と いうのが企画

段階での考えで した。そこでこの 3つ のテーマごと

にグループを分け,さ らにそれぞれを2つ の論点に

絞つて,他 都市事例を聞きながら話 し合 つてみよう

としたのがこの会議です。

当日は約 150名 の参加を得て議論が行われまし

た。以下にその様子を参加 した方に報告 してもらい

ます。
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0
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0
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郊外部の持続的
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地域の個性と
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地域の役割
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*ヨ コハマ都市デザイ ンフオーラム

・地域会議 と多 くの市民の参加

横浜市は,都 市の自立を大きな目標とし,横 浜らしい都市活力

と魅力ある都市空間の形成に向け,過 去 30年 にわたつて都市デ

ザイン活動に積極的に取 り組んできました。こうした取 り組みを

ふまえ,平 成 4年 (1992年 )ア ジア初の都市デザインに関す

る国際会議として第 1回 フオーラムを開催 し,ま ちづ くりの新 し

い波 として 「都市の文脈を継承するまちづ くり」や 「市民 ,企

業,専 門家,行 政のパー トナーシップによるまちづ くり」などに

ついて議論 しました。

今回は時代背景や横浜市の今後のまちづ くりの課題を考慮 し,

「21世 紀に向けた都市活力と魅力的空間の形成―都市の持続的

発展と地区からの発想」をテーマに開催されました。

テーマにそつてまず 2日 間海外事例を交えて議論 し,3日 目に

具体的な地区を題材に議論 し,4日 目にその結果を持ちよつて総

括するというプログラムで,市 内3地 区 (関内 ・みなとみらい2

1・ 横浜駅周辺地区 ,金 沢区,都 筑区 [港北ニユータウン地

区])と 隣接都市横須賀〕鎌倉の計 5地 区でそれぞれの地域を歩

き,地 域で議論する地域会議が行われたのが大きな特徴です。

これらの地域会議は区役所 ・都市計画局を軸にして,専 門家

市民 ・学生 ・各局職員の協力で進められ,身 近な課題が具体的に

議論されました。

,セ ッシ ョン B

「地区からの発想で進めるまちづ くりのシステム」

B分 科会では,海 外からも市民が主体となる地区からのまちづ

くりの取 り組みと,こ れを支えるための社会の仕組み,都 市計画

決定プロセスにおける市民参加などの紹介がありました。

例えば台湾では 「社区総体営造」という言葉で,ま ちづ くりと

は街区や建物などのハー ドをつ くつてい くことだ|ナにとどまら

ず,福 祉や安全,住 民の暮 らし方などソフ トの面からも総合的に

考えていることが示されました。韓国ではNPO(民 間非営利組

織)の 提案で都市計画道路の地下化を実現 (都市計画の変更)し

た例も紹介されました。

シア トルからは,市 がまちづ くりに必要な情報 '技術を整理 し

てまとめ,住 民に提供 し,住 民の近隣地区計画づ くりをま援 して

いること,ミ ュンヘンからは,ま ちづ くりの計画決定の過程にお

いて,法 律に基づ く住民の立場が確保されており意見が反映され

ゃすいシステムがあること,NPOが 都市づ くりの意志決定過程

に大 きな影響力をもつていることなどが紹介されました。 一

方,横 浜からは実験的な取 り組みとして,都 市マスタープランの

(注)地 区プランを策定中の舞同地区のまちづ くりと,計 画段階

からの住民参加を試みている道路 (恩田元石川線)づ くりが紹介

されました。そして横浜でまちづ くり活動を行つている市民団体

もコメンテーターとして参加 し,意 見交換を行いました。

全体を通 していえるのは,ま ちづ くりの一部を市民が担うこと

で,市 民のまちに対する愛着心が生まれて くる,と いうことで

す。まとめとして,こ うした市民意識の醸威 と,行 政に対する

「市民的公共性」を確立 していくことが重要である,と いう発言

がありました。

(注)都 市計画法に定められた市町村の都市計画に関する

基本的な方針。策定にあたつて,住 民の意見を反映するこ

とが求められている。横浜市では,市
・区 ・地区の 3つ の

レベルで策定することにしている。

・まちづ くり展示 「ヨヨハマ 人 ・まち」

4日 間をとおして市民のまちづ くり活動と横浜市における活動

支援 市 民参加型事業の展示も行いました。31団 体 16事 業が

それぞれの活動を展示で紹介 し,他 にも7団 体が資料提供 して く

れました。31団 体のうち 10は 団体のネットワ上クで,地 域や

テーマごとにネットワークが広がつていることが改めてわかりま

した。また,初 めて専門家のネットワークによる展示も登場 しま

した。

2
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市民の 「役害J」 「責任」を考えるにあたつて,そ

もそも市民はどんなことからまちづ くりにかかわつ

ていくのか,と いうことから議論 しました。

市民は行政 とは違つた視点で,身 近なまちの問題

や課題の発見から活動を始めます。それは楽 しみを

基本 としたもので,個 人の発意からスター トし,同

じ意識を持つ市民同士が出会い,グ ループがつ くら

れ,さ らにグループ間のネットワークヘ と展開 して

いきます。 「役割」や 「責任」は最初から決まつて

いるのではなく,活 動が定着,発 展 してい くに従 つ

て,明 らかにな り,自 覚されて くるものだろう,と

いうことで した。そ して市民活動が社会的認知を受

けるようになつてい くと,市 民は自ら自分たちがす

すめてきた活動に対 して一定の 「役割」や 「責任」

を,楽 しみながら引き受けられるようになつてい く

のではないか,と いうような意見がでました。

「東京ランポ」からは,市 民が行政に対 して 「都

市マスタエプラン」の提案を行おうとするときに,

ア ドバイスや技術支援 をした事例が報告され まし

た。行政 とのつなぎ役や立場の違う市民間の交流や

合意形成の役害Jを担 うことを目的とした市民組織も

あ ります。

こうした市民活動が行政の縦割 りをつなぎ,今 ま

で行政がターゲツトにしていなかつた新たな公共的

なまちづ くりのテーマを社会へ提案 してい くことに

な ります。これも,ま さに市民の役割 ・責任 ともい

えるかもしれません。

(鶴見川流域ネットワーキング 大 澤 浩 一
)

まちづくり条例 。まちづくリセンター

まちづくり条例は地域のまちづ くりをすすめるために

自治体が独自に手続きやルールを条例として定めたもの

です。 「まちづくり条例」という名のつく条例でも,地

区の計画を住民組織 (協議会など)が 作成 ・提案できる

ような手続きを主とするもの (例 :世田谷区〕神戸市,

鎌倉市)や ,開 発行為に対する土地利用制限や事前届け

出制などを主とするもの (例 :真鶴町)な どがあり,一

様ではありません。ただし,こ れらの条例の多くに共通

するのは,そ れぞれの条例の主旨に即 して,住 民参加の

手続きと,住 民のまちづくり活動に対する支援策 (専門

家派遣や資金援助など)が 盛り込まれているという点で

す。世田谷区では,ま ちづくり活動を支援するために,

相談に対応 したり,情 報や学習の場の提供などを行う

「まちづくリセンター」を設置しています。

ネットワークには,テ ーマが同じで集まつたもの

と,活 動エ リアが重なることで集まつたものがあ り

ますが,こ こではこれらのネ ットワークの基本的な

考え方からその効用について話合いましたも

市民活動が活発化する中で,個 々のフイール ドで

の活動がバッチワークのように継 ぎ合わされ,ネ ッ

トワークが生まれてきます。最初に横浜のグループ

から,ネ ットワークの効用については,ネ ットワー

クすることにより全体の様子を見ることができるよ

うにな り,同 時に,個 々のフイール ドの姿が全体の

姿に照 らし返されてはつきり見えるようになつて,

活動に大 きな力を与えて くれる,と いう話があ りま

した。ネ ットワークはアメーバ‐のように変幻 自在

で,ネ ットワークすることによって集まつた情報が

各グループの活動にまた役だつていく,と いうこと

も語られました。

鎌倉では ,発 足 したばか りの 「市民活動センタ
ー」に様々な立場の市民がかかわつて運営を行 つて

いますが,今 まさに市民のネットワークで動いてい

こうとするところだけに,大 変ホットな話題提供を

していただき,皆 で汗することが鎌倉の基本姿勢 と

いうことでした。

ネットワークの基本的な考え方を話 し合 う中から

その効用へ踏み込んだ途端に,参 加者から 「全市レ

ベルのネットワークが地域コミユニテイの基礎単位

の町内会あ活性化をどう支援できるのか」との質問

が入 り,い くつかのネットワークからは 「支援でき

ている」という答えがでたものの,他 の地域からは

発言が少なかつたのは,ネ ットワークに個別の活動

をサポー トする機能がまだ不十分な横浜の現状を物

語つているのかもしれませんど

最後にネットワークを支えるシステムについて話

し合いを持ちました。ネ ットワークが有効に機能す

るかどうかは事務局の動きにかかつていることを,

改めて認識させられました。鎌倉の事例から,行 政

が 「場所」を提供する,と いう形の支援の有効性も

話題 とな りましたが,現 在,事 務局づ くりを進めて

いる鎌倉あ 「人材養成が大切」という話に,改 めて

活動の基本は 「人」と思いました。

(ヨコハマ人 ・まち横丁展その後お元気ですカイ (会)

鳴田 昌 子)

3



E事 傷地域の比較

中央林間4丁 目地区

1.地 域の位置 大和市

2.地 域の特徴 駅に近接する,商 業 ・業務 ・住宅の混在地
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Dまるづくサヘの取り
Bみのきっかけ

・パチンコ店臣店への反対運動

p地 域含このためのロ

住 (中間ンステム)

自治会下苺組綸 (環境部会)

う地壕の実態 ・意向捉

怪の方法

アンケート,勉 強会,窮 醸会,展 示会等の実魔

0地域住民への下=ロ

Bの報告方法

ヨ治会員への回覧等

D地 域で決定した 〔澄

るいは検対中の〉ルー

,レ

良好で住みやすいまちづくりに向けて,建 舞や

開発にあたって開発者と協議したい事項と方向

性を rまうづくり意章 (ガイドライン)jと し

てまとめた.

9ル ールのほ霊 (含渇

形成)方 法

自治会総会,不 在地主への通知

災 壌内組結の関係口

活動を発展させてい くためには合意 してい くこと

が必要とな ります。誰と合意形成するのか,合 意形

成するための組織や方法はどうだつたのかついて,

話し合いました。

合意形成を行 う必要が生 じた対象は,地 域の商店

街 ,町 内会,行 政であつた りと様々です。それぞれ

の活動には,そ れぞれの目指すところがあ り,バ ッ

クグラウン ドとなる環境が異なつているため,意 見

が分かれるのです。そのような場合 ,い つ,だ れ

と,ど のように合意を図るのが有効か,様 々な意見

が出されました。

そのポイントとして,目 標を共有できる誰からも

理解 しやすい 「テーマづ くり」や,多 くの市民との

連携 (町内会,学 校)さ らに,信 頼のおけるリーダ

ーの存在等があげられました。

それぞれの地域の特性や活動内容によつて仕組み

づ くりや,あ まり急がない人づ くりをしながら,ま

ず始めてしまう行動力が必要ということでした。

(横浜プランナーズネットワーク 桜井淳)

4つの事例 (右上の表参照)を もとに,地 域合意の

ための組織やプロセス,ル
ールについて議論 しまし

た。

4事例 とも,ま ちづ くりを始めた動機は様々です

が,い ずれも地域発意で始まつている点が共通 して

います。途中段階では行政のもつ専門家派遣制度を

活用 した り,住 民意向把握やきめ細かな広報活動を

心がけていること,自 治会 と継続 した関係をもつて

いることなどが共通点です。特に,地 域合意や地域

の代表権の行使を考えた場合,地 元自治会と連携 し

て取 り組むことが欠かせないようです。

議論の中で特に印象に残 つた点を論点にそつて整

理すると,次 の3点があげられます。

第一は,地 域合意をつ くりだすための組織のあ り

方についてです。どの事例でも,地 域の中で中心に

なつてコーディネー ト役を果たす組織をもつていま

すが,そ の形態や取 り組み課題などは弾力的に変え

てい くべ きという意見で した。ただし,常 に 「まち

づ くりの目標」は明確にしてお く必要があるとのこ

とでした。

第二は,ル
ールを合意 してい く際のプロセスに関

することです。4地区とも 「このまちに住み続けた

い」が活動のベースにあるとのことで したが,特 に

意志をもつて活動に賛同しない人と,徹 底 した話 し

合いをして同志 とするように働 きかける必要があ

る,と いう点でした。反対意見にきちんと対面する

姿勢が,む しろ活動を強団に す るという考えは参

考にな ります。様々な立場の人や団体の意見を大切

にし,議 論の内容や決定のプロセスを公開するのが

基本のようです。

第三は,合 意されたあるいは合意される予定のル
ールについてです。まちづくりのルールは,地 区計

イ



ひなた山地区 元町仲通り地区 県 ドリームハイツ地区

横浜市泉区,瀬 谷区 横浜市中区 横浜市戸塚区

郊外戸建て住宅地 (1200) 都心商店街地区 郊外分譲マンション

・2世市住宅をつくりたい
。住み城けたい。

・商店などを官みながら住み概けたい。
・高店街としての環境の整備

・高齢化への対応
・ドリームランド線再開への対応

自治会代表組織 くまちづくり推進委員会),自滝

会

崎店主を中心とするユ触 (元町仲通り会),自

白会
自治会公募委員経織 (長期ビジョン特別委炉

会),自治会,管 理組合

アンケート河査,勉 強会

事例視索河査

地区持西検瞬のための中間委員会を設置
アンケートの実始

守"視 車調査

アンケート減至
ヒアリング田交

事例視宗調査

まちづくり推進委員会だよりの発行

自治会員への各戸配布

'広丑畜 【仲五リメール)の 発行
・説明会の開催

・自治会広報驚 ‐まちづくりと‐ス発行
・自治会聡会への報告
・佳民の意見交流集会

住環境を守りながら. 2世 存住宅の建装を可能

にするため,用 途地域の変更と合わせて 「地区

計西Jを 都市計百として決定した。

臣りに歩行者空間をは保しながら,容 嶺率を有

効に利用するため,「地区計言 (街並み誘導里

地区rl雷)」の毎市計画決定に向けて手続き中.
r街づくり路定」の締結も検討している。

生活マナ  を 盛り込んだ 「まちづくり憲章ど

いな?

〈ベット,ゴ ミリサイクル,パ リアフリー,環

残共生等)

8～ 9封 の住民から,同 意書を得た, 中通 り会総会,自 治会理事会 自治会,督 理組合への提案,意 見交流集会,自

澄会密会

まちづくり推進委員会

自治会

長期ビジョン

特房委員会

画のような法的な根拠をもつものから,ま ちづ くり

憲章やまちづ くり協定などのような任意の中し合わ

せまで多様にあ りますが,そ の選択はその時々の地

域の状況によって異なるということでした。

全体 として強 く印象に残 つているのは,参 加メン

バーが変わつてもその地域のまちづ くりの圏標を実

現 していくためには,そ の時々に地域で合意できる

ルールを定めてい く必要があるということです。ま

た,ル
ールができたからといつてまちづ くりが終わ

るわけでな く,単 なる通過点にすぎないという,あ

た り前の事実です。こうした地域発意のまちづ くり

を進めてい くためには,地 域あげての取 り組みとと

もに,例 えば情報提供,行 政の関係セクシヨンヘの

つなき,助 成金の案内など自発的な動きを受け止め

支援する行政の仕組みの整備が急がれると思いまし

た。

(横浜プランナーズネットワーク 内 海 宏 )

平成10年1培局28租

ヨ■ハマ都市デザインフォーラム・市民まちづくり会験資料

市民の発意をまちづくりに生かしていく仕組みと

して,「 まちづ くり条711」や 「まちづ くリセンタ
ー」というものがあります。横浜でもそのような仕

組みが必要ではないかということで,市 民と行政が

共に考えてきたプロセスがありますがまだ実現 して

いません。一方で,「 まちづくり条例」や 「まちづ

くリセンター」が既にある自治体で,そ れらが仕組

みとしてうまく機能しているのだろうかoそ して,

行政からだけでなく市民側はどう思つているのかも

聞いてみたい。こんな思いで私たちのテーブルでの
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話 し合いをスター トしました。
「まちづ くり条例」や 「まちづ くリセンター」が

既にある例 として世田谷区や鎌倉市,大 和市,遠 く

神戸市の市民や自治体の方々も参加 して活発な意見

交換がなされました。その中でも多くの方々の意見

として出されたのが 「まちづくり条例」や 「まちづ

くリセンター」はただあればよいというものではな

い。利用する市民にうまく活用するだけの力がなけ

れば,そ の機能を充分に生かすことができないとい

うことでした。やはり人づくりが重要で,ネ ットワ
ークは市民の力を育てていく,そ の点が非常に重要

であるという意見が次々に出されました。

既存の 「まちづくり条例」や 「まちづくリセンタ
ー」のほとんどは行政主導で作られていること,市

民発意で取 り組まれた部分は限られた範囲であるこ

と,ま た特に条例は 「防災」 「建築協定 。地区計

画」などハー ドな面での範囲に限定されていて,市

民から見ると総合的な 「まちづくり条例Jや 「まち

づくリセンター」にはなつていない現状が問題点と

してあげられましたと

横浜にはまた,総 合的な 「まちづ くり条例」も
「まちづくリセンター」もありませんが,市 民と行

政が継続して考えてきた経緯があります。市民が安

全に暮らしやすいまちにするための 「まちづくり条

例」や,建 物や設備だけではない,ま ちづくりに必

要な情報や交流の拠点となるような 「まちづくリセ

ンター」を目指 したい。既存の仕組みも生かしなが

ら,継 続的な草の根活動を支える市民主体の総合的

な仕組みを作つていきたい,そ んな決意でその日の

会議は幕が閉じられました。

(横浜プランナーズネットワーク 吉 田 洋 子)

まちづ くりはある日突然に誰かが始めてできる,

というものではあ りません。そこには住民ニーズや

地域課題など,地 域住民のライフスタイルに裏付け

られた場,そ れに基づ く市民発意が必要です。

そんな市民発意を行政がどのように受け取 りまち

づくりにつなけて行けば良いのかを,事 例を基に,

市民の側から討議しましたる

横浜で行われている市民参加事業の事例報告は,

リサイクル ・コミユニテイエセンター建設ワーク

シヨップと山手の洋館の市民による実験活用の,二

つの 「パー トナーシップ推進モデル事業」と,公 園

づ くりから管理運営にまでかかわつている天王森泉

公園を紹介 し,市 民参加事業のあるべ き姿を考えま

した。

これらは,行 政が企画 したワークシヨツプや検討

会などの市民参加事業 をきつかけに して活動が始

まつているこいう点で共通 していました。地域課題

や時代の流れにマ ッチ したテーマを行政が用意で

き,市 民がそれに上手 く乗れた良い例ですが,し か

しそれな りの努力を市民側も行つているようです。

すなわち,行 政主催事業の中から生まれた市民の活

動を,ボ ランティア意識の芽生えから責任意識へと

つなげるなど,活 動の継続に対する可能性をつかん

でいること。そして,そ の活動を事業参加者だけで

なく,イ ベン トや広報を通 して地域に広げていると

いうことです。行政は,こ れら市民の動きを行政の

仕組みの中でいかに支えて行 くことができるかがポ

イントであるようです。

一方,川 崎の松井さんは,平 瀬川を生かしたまち

づ くり活動を展開 しつつ,区 づ くリプラン策定にも

参加 していますが.行 政の仕組みに精通 してお り,

さまざまなかたちで積極的に行政担当を動かし,精

力的にまちづ くりを進めているパワーあふれる事例

報告をして下さいました。行政の仕組みを良 く理解

することは市民が活動を進める上で重要であること

を改めて認識させられました。

市民利用施設の場合 .天 王森泉公園のように市民

の手による運営管理ができることは,施 設の活発な

利用と自由で広が りのある活動をもたらします。市

民参加事業から生まれた活動を将来にわたつて継続

させるためにも,施 設づ くりだけのような一過性の

ものでな く,竣 工後の施設運営面の検討までをも含

めた市民参加事業が求められるで しよう。そのため

には行政に任せないで市民自らも,体 制づ くりと働

きかけを行う必要があ ります古

行政も,市 民にどのレベルでかかわつてもらうつ

もりなのかをはつきり示 し,そ のためにきちんと情

報提供 し,市 民が 「夢を実現させるんだ」という手

応えを感 じながら,責 任を持つて活動ができるよう

にしていく必要があります。

市民と行政との信頼関係を構築していくのが,本

当の意味でのパー トナーシップまちづくりにつなが

り,市 民参カロ事業の一つのあり方であると結びまし

た。

(天王森泉公園友の会 戸 田 浩 司)
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デザインフォーラム地 域 会 議 に各方面から

も参加 していますので,報 告 してもらいました。

ここでは,中 心市街地の活性化をテーマに,再 生

と創造を話 し合いました。

午前中は,そ れぞれ地元解説者つきの 3時 間にわ

たる見学会でした。午後は,こ の地域のまちづ くり

について,地 元だけでな く一般市民からも寄せられ

た 100の 提案がカー ド化されて参加者に配 られま

した。提案の中には 「関内ホスピタリティバ ッジ」

を胸につけ,横 浜案内人として街に来る人に情報提

供するなど,す ぐにでも実行に移せそ うなものか

ら,商 店街に小さな ミュージアムを時間をかけて連

鎖的につ くつてい くものなど,様 々なものがあ り,

それらを元に議論するという新方式が採用されまし

た。

「関内 ・みなとみらい 21・ 横浜駅周辺地区」と

いいながらも,主 に関内地区が議論の中心で した。

関内の歴史,そ れは近代横浜の歴史ともいえるもの

です。これまでも関内地区をとりあげた様々な会議

があ りましたが,歴 史や文化を抜 きに話が進むこと

はあ りませんで した。今回注目されたのは,議 論が

その歴史や文化に帰つてい くことがやや少なかつた

ことです。歴史を生かしたまちづ くりに寄 りかかつ

てばか りはいられない時代になつたのかもしれませ

ん。でも,前 日のセ ツシヨンA2「 大都市中心市街

地の再生手法」のスピーカーでもあるウエ ミング ・

ルー氏が 『街には固有のスピリットがある,そ れを

まちづ くりには生かさないといけない』と繰 り返さ

れていたことが耳に残つています。

(横浜シテイガイ ド協会  鳴 田 昌 子)

地域会議 ・金沢区では,地 域を構成する3つの要素

として 「歴史と緑」 「川と海」 「生活と産業」の3テ

Tマ を導きだし,エ クスカーシヨン (現地見学),

ヮークショップ,最 後に3テーマの議論をを共有化す

る試みとしてシンポジウムを行いまレた。

「歴史と緑」では金沢区の豊かな緑,歴 史をもと

に,「 人と地域をつなぐ」まちづ くりの方法論とし

て 「アーバン,カ ルテイベーシヨン」 (住民全体で

都市を耕 し,起 こそう)が 提案されました。

「川と海」では金沢区内を流れ,源 流から河日ま

でが区内で完結する侍従川 と野島 ・平潟湾流域をモ

デルにして,森 ～川～海の水の流れに沿う流域で暮

らす住民の交流拠点づ くり,地 域コミュニティの流

域内でのネットワークづくりが提案されました。
「生活 と産業」ては金沢区臨海部の産業と生活の

新 しい関わ り合いからまちづ くりを模索 してい く上

で,「 つな ぐ」をキーワー ドに,市 民の強力なサポ
ー トのもと,人 ・街 ・世代の観点から現状 と課題に

ついて出 し合い,将 来のネットワークづ くりを考え

ました。

以上の内容から,最 後のシンポジウムては 「人と

入」 「人とまち」のつなが りから地域の可能性を探

る 「地域文化生活圏」構想が提案され,住 んでいる

人が自ら主体的にまちづ くりに関わることの大切さ

を確認 しました。

これからわたしたちはこの地域会議の成果を生か

して更に市民活動を盛 り上げていきたいと考えてい

ます。

(横浜金澤地域総合研究集団 渡 辺 崇 史)

当日の午前中は,港 北ニュータウン地区内の 「セ

ンター南地区」と 「鴨池公園」そ して武蔵工業大学

の視察。午後は大学体育館にて自由に参加できる会

議で,基 調講演,市 民活動報告,グ ループ別討議 と

結果報告,コ メンテーターによる総括 という流れで

した。

私は,市 民活動報告者で参加 しました。

この活動報告は 3つ の分野,① タウンセンター,

②グリーンマ トリックス,③ コミュニテイーと分か

れていて,そ れぞれの分野から3人 ずつ 9人 が,3

分間の報告をしました。

その後のグループ討議では,「 コミュニテイー形

成に向けたネットワーク」というテーマでグループ

を担当して,司 会役の岩村武蔵工業大学教授に協力

いたしました。

この会議に参加させていただいて,好 感を持てた

ことは,① 公募した自主活動グループのパネルが会

場に展示されていたこと。②ニュータウンの街づ く

りにかかわつて来た人,こ れからかかわる人,自 治

会関係者,自 主活動グループの人達等,そ れそれ真

剣に街のことを考えている人達が一同に会せたこと

③武蔵工業大学環境情報学部がこれから地域づ くり

の発信基地となつて くれそうなことです。

この会議をきつかけに,継 続 して街づ くりの会議

が催されることを期待 したいと思います。

(都筑イベント倶楽部 山 田美千子)

ア
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□第2回 天 王森泉公園 (泉区)

□第3回 長 屋門公園  (瀬 谷区)

□第4回 新 そば交流会 (瀬谷区)

西部方面の会では,「キャラバン隊はゆく」シリー

ズで,次 の4回の視察交流会を開催してきました。

□第1回 ひ なた山地区 (瀬谷区,泉 区)98.2.7

しながら,河 川環境 ・水環境の大切さをより多 くの市民

と共感すべ く 「フオーラム」を開催。41団体がそれぞれ

の活動場所である川に出た。結果的に当日は1000人 を超

す市民が参加 した。

1回のお祭 り事だけには終わらせたくない。 「よこはま

川のフォーラム」はそのまま会の名称 とな り,よ リー層

の市民活動団体のネットワークと行政等とのパー トナー

シップを築 き,ま ちづ くりと連携 した川づ くりを目指

し,水 辺空間の再生と新 しい水文化の創造を進めていく

こととなった。

今年度は 「よこはま川のフォーラム月間 (仮称)」 を

設け,よ り広 くより多 くの市民と川にひた りたいと実行

委員会を重ねている。

夏,川 としつか り向き合う市民がいる。横浜中の川が

活気付 く。

(よこはま川のフォーラム実行委員会 清 水 靖 枝)

第2回 友 ・遊 ・まちづ くリフォーラム

(神奈川区内で活動している,生 涯学習 。まちづくリグ

ループの手作 リフォーラムです)
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□第5回 戸 塚区県 ドリームハイツ   99.2.13

このシリーズは,活 動現場に出向き,異 なるテーマ同士

の活動交流を進め,会 員が暮らす地域で総合的なまちつく

りに横断的に取 り組むノウハウや知恵を出し合おうとの主

旨で開催しています。第5回は,戸 塚区ドリームハイツを

訪ね,福 祉のまちづくりをテーマに視察交流会を開催しま

した。

ドリームハイツは,自 主保育から,地 域給食の会,ふ れ

あいネットワーク,高 齢者などの交流サロン 「夢みん」な

どに至るまで,25年 に渡 り自主的に福祉まちつくりに取

り組んできています。現在は,自 治会,管 理組合と協力し

て,団 地内のバリアフリー化や長期ビジヨン策定など多彩

な活動を展開中です。実際に担つている人との意見交換や

施設見学などを行いました。

問合せ:西部方面の会事務局/内海 (TEL.8523208)

よ こは ま川の フォーラム報告

昨年 (1998年)7月 25日,横 浜中の川で川を知 り,川

を楽 しむイベント 「よこはま川のフオーラム」が開催さ

れた。

1997年に改正された河川法では,河 川改1夕の際,環 境

への配慮を重視することはもとより,計 画段階からの市

民との合意形成の重要性がうたわれた。これを機に,日

ごろ川に関する活動をしている市民団体がネツトワーク

2月27日 (土)年 後1時～8時30分

2月28日 (日)午 前10時～年後4時

神大寺地区センター

ポジウム_大人が変わろう,地域が変わろう―

2月 28日 (日)午 後1時～3時

神大寺地区センター

日時

場所

シ ン

国時

場所

芹沢俊介氏 (評論家),天 野秀昭氏 (世田谷ボランテ

ィアセンター),青 木和雄氏 (教育カウンセラー)

問合せ :神奈川区役所生涯学習支援係

(TE L . 0 4 5 _ 4 1 1 - 7 0 9 5 )

横浜市のホームページの中に 「ヨコハマ 人 'まち」のホームページを開設しました。この印刷物とほぼ同じ内容のものがインタ

ーネットでご覧になれます。インターネット版では,バ ックナンバーもごらんになれます。

(http:〃wwwECtty.yokohama口jP/me/hitomati)

編集 :「ヨコハマ 人 。まち」編集会議

発行 :横浜市都市計画局企画調査課  〒 231-0017 横 浜市中区港町 1-1

TEL  045-671-3512    FAX  045-663-3415

編集後記
‐ この情報誌は, 「 パー トナーシップのまちづくりを進めるための情報誌」という趣旨に賛同して集まった

市民と都市計画局企画調査課で作つています。編集会議は,同 じような思いを持つ方なら,ど なたでも参加で

きます。また,こ の情報誌は各区役所,地 区センターなどで配布」しています。続けて読みたい,と いう方に

は個別にお送りいたしますので,ご 意見 ・ご感想をお聞かせください。

今回は,本 文で御覧いただいたように,大 変多くの方に原稿を書いていただきました。どうもありがとうご

ざいました。
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